
令和５年度 都市公園管理運営事業 

都市公園等建築物定期点検業務委託 

特記仕様書 
 

１ 業務概要 

（1）業務名 

令和５年度 都市公園等建築物定期点検業務委託  

 

（2）目的 

本業務は、建築物を適正に維持保全するため、建築基準法（以下、「法」という。）

第 12条第２項及び第４項の規定に基づき、建築物の敷地及び構造、建築設備等（昇降

機を除く）及び防火設備について、損傷、腐食その他の劣化の状況を点検実施するも

の（以下、「点検」という。）である。 

 

（3）施設名及び所在地 

神奈川県立都市公園等  12施設 24棟 

(施設名及び対象建物、所在地は、別表 1「建築点検施設一覧表」による) 

 

 

（4）点検項目 

ア 別表１【グループ２（４施設 15 棟）】は、法第 12 条第２項及び第４項に該当する

「敷地及び構造」、「建築設備等（昇降機を除く）」及び「防火設備」の項目におい

て点検する。 

イ 別表１【グループ１（４施設４棟）】、【グループ３（４施設５棟）】は、法第 12

条第４項に該当する「建築設備等（昇降機を除く）」、「防火設備」の項目において

点検する。 

 

（5）履行期間 

契約締結日から令和５年 12月 15日までとする。 

 

２ 業務仕様 

（1）共通仕様 

ア 本特記仕様書（以下、「特記仕様書」という。）に記載されていない事項は、国土

交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書」（令和５年度版）（以

下、「共通仕様書」という。）による。 

イ 点検の調査方法及び判定基準は、特記なき場合は法施行規則に基づく国土交通省告

示第２８２号、第２８５号及び第７２３号に従い、点検記録の作成は、別添[点検様式

1-1～点検様式４]に従うものとする。 

 



ウ 国土交通省告示第２８２号別表の一-（六）、（七）にあっては、安全上、防火上又

は衛生上支障がないことを確認するために、法施行令第 61 条及び第 62 条の８の規定

に適合しているか実測して確認する。なお、適合しないことが判明した場合は、直ち

に施設管理者に連絡するとともに、点検記録表にも記載する。 

エ 点検をする箇所が設計図書で確認しなければわからない場合（例：防火区画の位置

等）で、設計図書がない場合は、その点検方法について直ちに発注者と協議をする。 

オ 点検記録や調査方法、判定基準に不備が判明した場合は、直ちに相応の再点検を実

施するものとする。 

カ 点検後には、その結果を施設管理担当者に報告する。（図面及び点検様式４等を用

いる。） 

キ 特記仕様書及び共通仕様書に定めがない事項は、監督員若しくは施設管理担当者と

協議する。 

ク 受注者の負担の範囲           【Ｒ5 共通仕様書※ 第１編 1.1.3】         

受注者の負担の範囲は、次による。 

・業務の実施に必要な電気、ガス、水道等の使用にかかる費用 

・業務の実施に必要な外線電話等の使用にかかる費用 

・点検に必要な工具、計測機器等（機器に付属しているものを除く） 

・文具等の事務消耗品、コピー代 

・日誌及び報告書の用紙、記録ファイル 

ケ 守秘義務 

      本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。 

コ 業務の再委託 

本業務について、主たる部分の再委託は認めない。なお、本業務における主たる

部分は、「点検業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理」とする。 

サ 受注者からの情報漏洩の防止について 

標的型攻撃メール等によるサイバー攻撃により、本業務に係る情報が漏洩するこ

とのないよう、情報保全措置を適切に講ずる。 なお、情報漏洩のおそれが生じた

場合は、当該情報の機密性の程度に関わらず、その事実を速やかに発注者へ報告す

るとともに、原因の解明及び適切な対応に努める。 

シ ウィルス対策 

業務にあたっては、電子納品時のみならず、発注者と業務に関する事項について

電子データを提出する際には、ウィルス対策を実施した上で提出しなければならな

い。 

 

（2）業務関係図書 

ア 次の書類を作成し、点検実施日の２週間前までに施設管理者の承諾を得る。 

    （ｱ）業務計画書               【Ｒ5共通仕様書第１編 1.2.1】 

・本業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、

必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成する。 

 



    （ｲ）作業計画書               【Ｒ5共通仕様書第１編 1.2.2】 

・業務責任者は、業務計画書に基づき、実施日時、作業内容、作業手順、作

業範囲、業務担当者名（同行者含む）、安全管理等を具体的に定めた作業計

画書を作成する。 

イ 点検日程の調整 

受注者は、業務計画書及び作業計画書の作成にあたり、施設管理担当者と点検実

施時期の調整を予め行う。点検実施日は点検実施の２週間前までに監督員及び施設

管理担当者と調整を終えておく。 

ウ 貸与資料                 【Ｒ5共通仕様書第１編 1.2.3】 

        本業務の実施に先立ち、受注者からの求めにより、施設管理者が次の関係資料を

貸与する。 なお、受注者は業務終了後速やかに返却する。 

（ｱ）事業者関連簿 

・緊急連絡先一覧表 

・工事関係者一覧表 

（ｲ）設備関連 

・設備機器台帳 

（ｳ）定期点検記録簿関連 

・点検様式 

・修繕・更新記録 

・建築設備等定期検査記録 

・防火設備定期点検記録表 

（ｴ）図面類 

        ・完成図 

・各種施工図 

        ・機器完成図 

        ・試験成績書 

（ｵ）管理資料 

        ・機器類のカタログ 

        ・機器取扱説明書 

        ・機器類保証書 

        ・保守契約リスト 

        ・保全に関する資料 

 

（3）業務の実施 

ア 業務担当者                【Ｒ5共通仕様書第１編 1.4.1】 

（ｱ） 本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、次の事項について書面をもっ

て監督員に通知する。業務担当者が複数となる場合は、それぞれ提出する。な

お、業務担当者に変更があった場合も同様とする。 

・氏名 

・生年月日 



・経歴書 

・業務に関する資格者証(写) 

・受注者との雇用等関係を証明する書類(写) 

・実務経験年数 

（ｲ） 業務担当者は点検項目によって以下の資格者証（写）を提出する。 

ａ「敷地及び構造」点検：一級建築士若しくは二級建築士又は特定建築物 

調査員 

ｂ「建築設備等」点検：一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備検査員 

ｃ「防火設備」点検：一級建築士若しくは二級建築士又は防火設備検査員 

    （ｳ） 業務担当者の中から業務担当主任者を選任し、業務担当者等通知書により、

監督員に通知する。 

    （ｴ） 各施設での業務実施にあたり、受注者名が判別できる腕章や作業着等を着用

し、来庁者や職員の利用の妨げにならないよう留意する。 

イ 点検等実施時間              

建築物の点検等の実施時間帯は、原則次のとおりとする。なお、実施日は各施

設の施設管理担当者と調整する。 

・平日（月曜日～金曜日（祝日、年末年始及び施設の休館日を除く）） 

  ９時００分～１７時００分 

ただし、山岳スポーツセンターは火曜日～金曜日とする。 

ウ 業務の報告                     【Ｒ5共通仕様書第１編 1.4.7】 

（ｱ） 緊急性のあるものは適宜報告する。 

（ｲ） 中間報告用として、建築物の点検終了後２週間以内に点検記録表を発注者に

提出する。 

（ｳ） 点検日程及び業務の進捗状況の確認の為、定期的に発注者に報告する。報告

する時期については、発注者と協議する。 

（ｴ） 業務報告書の記載事項等で不明な点は、発注者に報告する。 

エ 点検の範囲及び箇所               【Ｒ5共通仕様書第２編 1.1.2】 

本業務の点検の範囲及び箇所は、以下のとおりとする。 

（ｱ） 別表１【グルー２（４施設 15棟）】は、法第 12条第２項及び第４項に該当

する「敷地及び構造」、「建築設備等（昇降機を除く）」及び「防火設備」

の項目において点検する。 

（ｲ） 別表１【グループ１（４施設４棟）】、【グループ３（４施設５棟）】は、

法第 12 条第４項に該当する「建築設備等（昇降機を除く）」、「防火設備」

の項目において点検する。 

オ 条件変更等 

受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することので

きない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認

められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その

確認を請求しなければならない。 

 



（4）業務の記録 

ア 成果品及び提出部数等          【Ｒ5共通仕様書第１編 1.2.4】 

（ｱ） 成果品の体裁・提出部数等は、表１による。 

（表１） 

№ 品名 内容 部数 

１ 
打合せ 

記録簿 

○監督員及び施設管理担当者との打合せ内容等 Ａ４ファイル

綴じ：１部 

２ 日報 

○作業計画書に基づき、点検実施日における点検時間、 

作業内容、点検者名（同行者含む）、対応した施設職員

名、その他留意事項等 

Ａ４ファイル

綴じ：１部 

３ 
業務報告書

（紙媒体） 

○次の(1)～(26)の点検様式を使用して、別表１記載の施設

の建物ごと（棟ごと）に作成する。 

(1) 【点検様式 1-1】定期点検記録（敷地及び構造） 

(2) 【点検様式 1-2】点検記録表（敷地及び構造） 

(3) 【点検様式 1-3】点検結果図 

(4) 【点検様式 1-4】関係写真（敷地及び構造） 

 

(5) 【点検様式 2-1】定期点検記録(建築設備等) 

(6) 【点検様式 2-2-1】点検記録表（換気設備） 

(7) 【点検様式 2-2-2】点検記録表(排煙設備) 

(8) 【点検様式 2-2-3】点検記録表(非常用の照明装置) 

(9) 【点検様式 2-2-4】点検記録表(給水設備及び排水設備) 

(10)【点検様式 2-3】点検結果図 

(11)【点検様式 2-4】関係写真（建築設備等） 

 

(12)【点検様式 3-1】定期点検記録(防火設備) 

(13)【点検様式 3-2-1】点検記録表（防火扉） 

(14)【点検様式 3-2-2】点検記録表(防火シャッター) 

(15)【点検様式 3-2-3】点検記録表(耐火クロススクリーン) 

(16)【点検様式 3-2-4】点検記録表（ドレンチャーその他) 

(17)【点検様式 3-3】点検結果図（防火設備） 

(18)【点検様式 3-4】関係写真（防火設備） 

 

(19)【点検様式 4】  集計票 

 

Ａ４ファイル

綴じ：１部づ

つ 

 

※複数施設を

パイプ式ファ

イルにまとめ

る 

４ 

業務報告書

（電子デー

タ） 

○同上「３．業務報告書」のうち、(1)－(19)の[点検様式 1-

1～点検様式 4]を使用して作成する。 

（施設ごとに作成した CD-R 等 10 枚を１セットとする。） 

CD-R または 

DVD-R： 

３セット 

 



（ｲ）業務報告書の提出方法 

ａ 業務完了前に、業務報告書（案）について監督員の確認を受け、必要に

応じて所要の訂正を行い、成果品を提出する。 

ｂ 業務報告書は、施設別に分け、別表１「点検対象施設一覧」の施設順に

A4のパイプ式ファイルに綴じた成果品１部とする。 

C  電子データは、CD-R または DVD-R にまとめて、監督員に３セット（（表

１）の４）を提出する。 

なお、様式については、Word 様式及び Excel 様式で提出する。電子デー

タは、施設ごとにフォルダーを作成し、フォルダー名は、「グループ No._

施設Ｎｏ._施設名」とする。 

例) 1_1_保土ヶ谷公園 

イ 成果品の利用 

発注者は、受注者より提出された成果品を、当該施設の保守及び維持管理等に利

用できるものとする。当該施設に関わる工事等に関しても工事の請負者等に成果品

を貸与し、利用できるものとする。 

 

 

※Ｒ5共通仕様書：建築保全業務共通仕様書 令和５年版 

（令和５年３月 30 日 国営保第 27 号） 



1 1 山岳スポーツセンター 秦野市戸川1392 管理棟・宿泊棟 626.93 ○ R4年度

2 2 座間谷戸山公園 座間市入谷東1-6-1 パークセンター 245.76 ○ R4年度

3 3 相模三川公園 海老名市上郷2-1-1 相模三川公園パークセンター 505.00 ○ R4年度

4 4 はだの丹沢クライミングパーク 秦野市戸川1398番地 パークセンター 460.44 ○ R4年度

5 5 恩賜箱根公園 足柄下郡箱根町元箱根171 湖畔展望館 400.00 ○ R5年度

6 6 相模原公園 相模原市南区下溝3277 ナビステーション（ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ） 202.20 ○ R5年度

7 管理事務所 409.42 ○ R5年度

8 グリーンハウス 2,879.29 ○ R5年度

9 グリーンハウス機械棟 240.00 ○ R5年度

7 10 辻堂海浜公園 藤沢市辻堂西海岸3-2 サイクルセンター 778.26 ○ R5年度

11 受水槽室 387.75 ○ R5年度

12 公園管理センター 1,758.16 ○ R5年度

13 交通展示館 1,339.25 ○ R5年度

8 14 保土ヶ谷公園 横浜市保土ヶ谷区花見台4-2 体育館 1,801.22 ○ R5年度

15 硬式野球場 5,527.66 ○ R5年度

16 ラグビー場クラブハウス 297.82 ○ R5年度

17 サッカー場クラブハウス 623.42 ○ R5年度

18 資料展示館 333.67 ○ R5年度

19 プール管理棟 748.97 ○ R5年度

9 20 茅ケ崎里山公園 茅ヶ崎市芹沢1030 パークセンター 770.13 ○ R6年度

21 里の家 298.11 ○ R6年度

10 22 秦野戸川公園 秦野市堀山下1513 パークセンター 997.88 ○ R6年度

11 23 津久井湖城山公園 相模原市緑区根小屋162 パークセンター 356.49 ○ R6年度

12 24 境川遊水地公園 横浜市泉区下飯田町5-5 今田管理センター管理棟 250.77 ○ R6年度

※¹グループ1及び3の法12条第2項点検は今年度は実施しません。

別表１　建築点検施設一覧表

グ

ル

ー

プ

施

設

№

建

物

№

施設名

グ

ル

ー

プ

2

※

¹

グ

ル

ー

プ

3

敷地及び構造

（法12条第2項点検）

※

¹

グ

ル

ー

プ

1

所在地

（管理事務所の住所）
建物名

延べ面積

（㎥）

建築設備・防火設備

（法12条第4項点検）


